
 
東北地方太平洋沖地震により被災されたお客さまのガス料金の特別措置について 

 
平成２３年４月１日 
大多喜ガス株式会社 

 
 この度の東北地方太平洋沖地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。 
 
 当社は、平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により、災害救助法が適用され

る地域等において被災された当社供給区域外のお客さまが、同地震に起因して当社供給区域内でガ

ス使用契約を新たに締結された場合で、お客さまからお申し出をいただいた際は、ガス料金の特別

措置を行うこととし、本日、関東経済産業局長へ認可申請し、同日認可を受けました。 
 これは、被災された皆さまの今後の生活負担を少しでも軽減していただくために行うもので具体

的な内容は以下の通りです。 
 
①被災されたお客さまの平成２３年３月、４月および５月検針分のガス料金について、それぞれの

早収期間経過後も早収料金を適用します。 
②被災されたお客さまのガス料金の支払期限を、平成２３年３月検針分は３ヶ月間、４月検針分は

２ヶ月間、５月検針分は１ヶ月間、それぞれ延長いたします。 
 
※早収料金：ガス料金の支払義務発生日（検針日等）の翌日から起算して２０日以内を早収料金適用

期間といい、この期間にお支払いいただく料金のこと。 
※支払期限：ガス料金の支払義務発生日（検針日等）の翌日から起算して５０日目の日。 

 
 
本件に関するお客さまからのお問い合わせ先は 
受付時間：９：００～１７：３０（月曜日～土曜日） 
 ※成東サービスセンターは９：００～１７：３０（月曜日～金曜日） 
 
茂原市・一宮町・大多喜町・睦沢町・長生村にお住まいのお客さま 

茂原サービスセンター   ０４７５－２４－６１５１ 
市原市にお住まいのお客さま 

市原サービスセンター   ０４３６－２４－１２２１ 
千葉市にお住まいのお客さま 

千葉サービスセンター   ０４３－２９１－１１４３ 
八千代市にお住まいのお客さま 

八千代サービスセンター   ０４７－４８２－７２３５ 
山武市にお住まいのお客さま  

成東サービスセンター    ０４７５－８２－０８００ 
 

以上 


